
〇藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱 

令和３年３月１日 

制定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，市民等の自主的なまちづくり活動を行う団体等に対し，まちづく

りに関する専門家（以下「まちづくりアドバイザー」という。）を派遣し，まちづく

りに関する知識の普及や支援を行うことにより，もって市民主体のまちづくりの推進

に資することを目的とする。 

 

（派遣の対象） 

第２条 まちづくりアドバイザーを派遣する対象は，自治会などの地域団体，まちづく

りに関する活動を行う特定非営利活動団体（ＮＰＯ団体），自主的にまちづくりに取

り組んでいる団体であって，次の各号のいずれにも該当するもの（以下「まちづくり

活動団体」という。）とする。 

（１）主たる活動範囲が藤沢市内であるもの。 

（２）市内に在住又は在勤するおおむね５人以上のもので構成されたもの。 

（３）自主的かつ継続的にまちづくり活動を行うもの。 

（４）営利を目的としないもの。 

（５）政治的又は宗教的活動を目的としないもの。 

 

（まちづくりアドバイザーの業務） 

第３条 まちづくりアドバイザーは次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）まちづくりに関する相談に対するアドバイスを行うこと。 

（２）まちづくりに関する資料及び情報の提供を行うこと。 

（３）まちづくりに関する制度及び手法の紹介を行うこと。 

（４）まちづくり活動の育成及び支援に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか，まちづくり活動を行うにあたり必要な指導又は助言

を行うこと。 

 



（派遣の申請） 

第４条 まちづくりアドバイザーの派遣を受けようとするまちづくり活動団体の代表

者（以下「派遣申請者」という。）は，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣申請書（様

式第１号）により市長に申請するものとする。 

 

（派遣の決定） 

第５条 市長は，前条の申請があった場合は速やかに内容を審査し，まちづくりアドバ

イザーの派遣を決定したときは，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣決定通知書（様

式第２号）により派遣申請者に通知するものとする。  

２ 市長は，前項の規定によりまちづくりアドバイザーの派遣を決定する場合において

は，登録されたまちづくりアドバイザーの中から適した者を事前に選定した上で，藤

沢市まちづくりアドバイザー派遣依頼書（様式第３号）によりまちづくりアドバイザ

ーに依頼するものとする。 

３ 市長は，まちづくりアドバイザーを派遣しない旨の決定をしたときは，藤沢市まち

づくりアドバイザー派遣不承認通知書（様式第４号）により派遣申請者に通知するも

のとする。 

 

（派遣の取消し） 

第６条 市長は，まちづくりアドバイザーの派遣を決定したまちづくり活動団体が，こ

の要綱による派遣の目的に反したとき，又は派遣の目的を達成することができないと

認めたときは，派遣の取消しをすることができる。 

２ 市長は，前項により派遣の取消しを決定したときは，藤沢市まちづくりアドバイザ

ー派遣取消通知書（様式第５号）により派遣申請者に通知するものとする。 

 

（派遣結果の報告） 

第７条 まちづくりアドバイザーの派遣を受けたまちづくり活動団体は，まちづくりア

ドバイザーの業務終了後１４日以内に，その結果を藤沢市まちづくりアドバイザー派

遣結果報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならない。 

２ まちづくりアドバイザーは，業務終了後１４日以内に，その結果を藤沢市まちづく

りアドバイザー派遣業務報告書（様式第７号）により市長に報告しなければならない。 



 

（派遣の回数） 

第８条 まちづくりアドバイザーの派遣は，同一のまちづくり活動団体につき，１年度

内に２回を限度とする。ただし，市長が特に必要と認めるときは，この限りではない。 

 

（費用の負担） 

第９条 まちづくりアドバイザーの派遣に要する費用は，市が負担する。ただし，会場

費等その他の費用を要するときは，まちづくりアドバイザーの派遣を受けたまちづく

り活動団体が負担するものとする。 

 

（登録の要件） 

第１０条 まちづくりアドバイザーの登録の申請ができる者は，次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学において，都市計画又は建築

に関する課程を修めて卒業した後，それらに関して５年以上の実務経験を有する

者。 

（２）都市計画又は建築に関して１０年以上の実務経験を有する者。 

（３）技術士（建設部門のうち都市及び地方計画），一級建築士又は再開発プランナー

の資格を有する者。 

（４）前３号に掲げるもののほか，まちづくりに関して一定の知識経験を有すると市長

が認める者。 

 

（登録の申請） 

第１１条 まちづくりアドバイザーの登録を受けようとする者（以下「登録申請者」と

いう。）は，藤沢市まちづくりアドバイザー登録申請書（様式第８号）により市長に

申請するものとする。 

 

（登録の決定） 

第１２条 市長は，前条の申請があった場合は速やかに内容を審査し，登録する旨を決

定したときは，藤沢市まちづくりアドバイザー登録決定通知書（様式第９号）により



登録申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，まちづくりアドバイザーの登録をしない旨を決定したときは，藤沢市まち

づくりアドバイザー登録非承認通知書（様式第１０号）により登録申請者に通知する

ものとする。 

 

（登録の有効期間） 

第１３条 まちづくりアドバイザーの登録は随時とし，登録の有効期間は，登録した日

から５年を経過した日に属する年度の３月３１日までとする。 

 

（登録の更新） 

第１４条 まちづくりアドバイザーが引き続き登録を希望するときは，有効期間満了の

１月前までに藤沢市まちづくりアドバイザー登録更新申請書（様式第１１号）を市長

に提出するものとする。 

２ 第１２条の規定は，前項の登録の更新について準用する。 

３ 更新した場合の登録の有効期間は，登録の更新をした日から５年を経過した日に属

する年度の３月３１日までとする。 

 

（登録内容の変更） 

第１５条 まちづくりアドバイザーは，登録内容に変更が生じたときは，藤沢市まちづ

くりアドバイザー登録内容変更届出書（様式第１２号）を市長に提出するものとする。 

 

（登録の依頼） 

第１６条 市長は，都市計画又は建築等のまちづくりに関して専門的な知識と経験を有

すると認められる者に対して，まちづくりアドバイザーに登録する旨を依頼すること

ができる。 

２ 市長は，前項に規定する者の承諾が得られたときは，まちづくりアドバイザーに登

録するものとする。 

３ 前２条の規定は，前項の規定により登録されたまちづくりアドバイザーには適用し

ない。 

 



（登録の抹消） 

第１７条 市長は，まちづくりアドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは，

登録を抹消することができる。 

（１）この要綱による派遣の目的に反したとき，又は派遣の目的を達成することができ

ないと認めたとき。 

（２）業務内容に違反する等，著しく不誠実な行為があったと認めたとき。 

（３）登録辞退の申し出があったとき。 

（４）前各号に掲げるもののほか，市長が登録の抹消を適当と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定による登録の抹消を決定したときは，藤沢市まちづくりアドバ

イザー登録抹消通知書（様式第１３号）によりまちづくりアドバイザーに通知する

ものとする。 

 

（まちづくりアドバイザーの責務） 

第１８条 まちづくりアドバイザーは，業務実施によって知り得た秘密を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も，同様とする。 

 

（指導及び助言） 

第１９条 市長は，まちづくりアドバイザーを派遣したまちづくり活動団体に対し，こ

の要綱による派遣の目的達成のため必要な限度において，指導又は助言をすることが

できる。 

 

（庶務） 

第２０条 まちづくりアドバイザー派遣に関する庶務は，都市計画課にて処理する。 

 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が

別に定める。 

 

      附 則 

    この要綱は，令和３年３月１日から施行する。 



  



様式第１号（第４条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣申請書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

所在地 

団体名 

代表者 

連絡先 

 

まちづくりアドバイザーの派遣を受けたいので，藤沢市まちづくりアドバイザー派

遣要綱第４条の規定により，次のとおり申請します。 

 

アドバイザーに依頼 

す る 業 務 の 概 要 

 

 

 

 

 

派 遣 を 希 望 す る 

ア ド バ イ ザ ー 
 

派 遣 希 望 日 時   年  月  日   時  分 ～  時  分 

参 加 予 定 人 数      人 

会 場 
 

 

備 考 
 

 

※ 派遣を希望するアドバイザーについては，特に希望がない場合は記入不要です。 

※ 会場については，申請者でご準備ください。 



様式第２号（第５条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣決定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの派遣につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第５条の規定により，次のとおり派遣

することを決定したので通知します。 

 

アドバイザーに依頼 

す る 業 務 の 概 要 

 

 

 

 

 

派 遣 す る 

ア ド バ イ ザ ー 

 

 

派 遣 日 時   年  月  日   時  分 ～  時  分 

派 遣 会 場 
 

 

派 遣 の 条 件 

アドバイザーに対する謝金は市で負担します。ただし，会場費

等その他の費用は申請者で負担してください。 

その他，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱を遵守願いま

す。 

備 考 
 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣依頼書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの派遣につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第５条の規定により，次のとおり依頼

します。 

 

アドバイザーに依頼 

す る 業 務 の 概 要 

 

 

 

 

 

まちづくり活動団体 
 

 

派 遣 日 時   年  月  日   時  分 ～  時  分 

派 遣 会 場 
 

 

派 遣 の 条 件 

アドバイザーに対する謝金（交通費含む。）は市で負担します。 

その他，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱を遵守願いま

す。また，派遣途中の事故等について，市は一切の責任を負い

ません。 

備 考 
 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣不承認通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの派遣につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第５条の規定により，次のとおり不承

認としましたので通知します。 

 

不承認の理由） 

 

  



様式第５号（第６条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣取消通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの派遣につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第６条の規定により，次のとおり取消

しましたので通知します。 

 

取消しの理由） 

 

  



様式第６号（第７条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣結果報告書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

所在地 

団体名 

代表者 

連絡先 

 

まちづくりアドバイザーの派遣を受けたので，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣

要綱第７条の規定により，次のとおり報告します。 

 

派 遣 さ れ た 

ア ド バ イ ザ ー 

 

 

派 遣 日 時   年  月  日   時  分 ～  時  分 

派 遣 会 場 
 

 

参 加 者 及 び 人 数 
 

 

アドバイス等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要があれば，別紙に記入してください。 

  



様式第７号（第７条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣業務報告書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

住 所 

氏 名 

 

まちづくりアドバイザーの派遣業務を行ったので，藤沢市まちづくりアドバイザー

派遣要綱第７条の規定により，次のとおり報告します。 

 

まちづくり活動団体 
 

 

派 遣 日 時   年  月  日   時  分 ～  時  分 

派 遣 会 場 
 

 

アドバイス等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要があれば，別紙に記入してください。 

※ 当日使用した資料等を添付してください。 



様式第８号（第１１条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録申請書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

住 所 

氏 名 

 

まちづくりアドバイザーとして登録したいので，藤沢市まちづくりアドバイザー派

遣要綱第１１条の規定により，次のとおり申請します。 

 

専 門 分 野 

 

 

 

業 務 経 歴 

実務・実績・経験等 

 

 

 

 

 

資 格 

※ 資格取得を称す

る書類の写しを

添付 

免許・資格（登録年月日・登録番号） 

 

 

 

勤 務 先 

名称・所在地・電話番号 

 

 

 

※ 必要があれば，別紙に記入してください。 



様式第９号（第１２条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録決定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの登録につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第１２条の規定により，次のとおり登

録することを決定したので通知します。 

 

登 録 番 号 藤沢市まちづくりアドバイザー登録第        号 

登 録 年 月 日 年  月  日 

有 効 期 間 年  月  日 ～  年  月  日 

 

  



様式第１０号（第１２条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録非承認通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

   年  月  日付けで申請のありましたまちづくりアドバイザーの登録につい

ては，藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第１２条の規定により，次のとおり非

承認としましたので通知します。 

 

非承認の理由） 

 

 

  



様式第１１号（第１４条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録更新申請書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

住 所 

氏 名 

 

まちづくりアドバイザーとしての登録を更新したいので，藤沢市まちづくりアドバ

イザー派遣要綱第１４条の規定により申請します。 

 

登 録 番 号 藤沢市まちづくりアドバイザー登録第        号 

登 録 年 月 日 年  月  日 

 

  



様式第１２号（第１５条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録内容変更届出書 

 

年  月  日 

（宛先）藤沢市長 

住 所 

氏 名 

 

   年  月  日付けで登録を受けた内容に変更を生じましたので，次のとおり

届け出ます。 

 

登 録 番 号 藤沢市まちづくりアドバイザー登録第        号 

変 更 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１３号（第１７条関係） 

 

藤沢市まちづくりアドバイザー登録抹消通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

藤沢市長  

 

藤沢市まちづくりアドバイザー派遣要綱第１７条の規定により，次のとおり登録を

抹消しましたので通知します。 

 

登 録 番 号 藤沢市まちづくりアドバイザー登録第        号 

登 録 抹 消 年 月 日 年  月  日 

抹 消 事 由 

 

 

 

 

 

 

 


